
生ごみ分別収集と資源化の促進について 

 

◎（生ごみ袋）分別収集の概要及び目的 

 生ごみ分別収集は、家庭から排出される燃やせるごみのうち生ごみを分別し

ていただき、生ごみのみを収集します。   

 収集した生ごみは、資源リサイクルセンターにおいて堆肥化します。 

◎（資源促進利用袋）分別収集の概要及び目的 

 資源促進利用の分別収集は、家庭から排出される燃やせるごみ（可燃袋）及

び燃やせないごみ（不燃袋）の中に資源化できるものが、多く含まれています

ので分別していただき、資源化の協力をお願いします。 

◎無料配付の対象となる世帯（生ごみ袋・資源促進利用袋） 

 みなかみ町に住民登録している世帯が対象です。 

引換券は、世帯主宛てに郵送します。（年に１回の予定です。） 

◎配付の方法 

 ３月の初旬に、「生ごみ専用・資源促進利用専用袋引換券」（はがき）を住民

登録している住所に郵送します。 

◎配付の枚数 

 住民登録している世帯人数に応じて配付します。 

みなかみ町ごみ袋引換券は、世帯の代表者がハガキを持参し、受け取ってくだ

さい。世帯以外の代理の方でもハガキのあるものは受け取ることができます。 

◎配付場所 
※引換券は、みなかみ町役場本庁(生活水道課）・水上支所・新治支所・アメニ
ティパークで交換出来ます。（受付時間９：００～１７：００ 土・日・祝日は交換で

きません） 

                       
                       

［みなかみ町ごみ袋引換券］ 

該当する世帯区分に○を記入

してください。 



生ごみ袋・資源促進利用袋の使い方 

※生ごみを出す際のルールを確認ください。 

◎必ず生ごみ回収日に出してください。 

◎生ごみ袋以外での使用は､できません。 

◎生ごみ袋になりますので､不適物を入れないでください。 

◎生ごみ袋に入れる際は､水切りをしてください。 

◎生ごみの袋は､しっかりと口をしばってください。 

 

※資源促進利用袋を出す際のルールを確認ください。 

◎可燃袋及び不燃袋の中に資源化できるものが含まれています 

 ので、資源促進利用袋にて分別のご協力をお願いします。 

◎必ずカン・びん・ペットボトルは、種類ごとに袋を分けて 

 出してください。 

◎中身を出してフタ、キャップを外してよく洗ってください。 

 

 

 

 

収集日は収集カレンダー

で、ご確認ください。 


